
▼裏面に事前相談申込書・補助金申請の流れを記載しています▼

製造業生産性向上支援補助金

【令和４年度 尼崎市補助金】

補助対象者 市内に製造事業所を有する中小企業者（個人事業主含む）補助対象者

令和４年４月１日～令和５年２月２８日補助対象期間

上限２００万円/件・事業者（ 補助率３分の２以内）
※申請は事業所単位。但し同一敷地内で実施する事業は１件とします。

補助限度額等

令和４年５月16日～令和４年7月15日
※補助申請の前には事前相談が必要です

申請期間

〔事前相談・お申込み・お問合せ〕

一般財団法人近畿高エネルギー加工技術研究所（ＡＭＰＩ）

TEL: 06-6412-7736（ものづくり支援センター） 受付時間 9:00～17:00

FAX: 06-6412-8266 E-mail:monodukuri@ampi.or.jp

長引くコロナ禍の影響を乗り越え、設備投資を行いポストコロナを見据えて
生産性向上に取り組む製造事業者に対して、その経費の一部を補助します。

CAD・CAM・CAE等の導入 など

NC・CNC加工機等の導入 など業務用空調・
高機能換気設備等の導入

※尼崎市内の製造事業所への導入に限ります（詳細はQ＆A、補助要綱を参照）

生産工程の効率化、作業時間の短縮化を実現し、安定した生産機能を維持・向上を図るため、製造加工機器・設備の
自動化やIoT化、DX化に伴う機器・設備、システム等の新たな導入に要する経費
※IoT・DX化の取組に関しては、NIRO「(公財)新産業創造研究機構」や「スマートものづくりセンター阪神」の専門コーディネー
ターを紹介し、相談・助言を受けることができます（無料）。

◆製造加工機器・設備
既存機器設備のデジタル化・IoT化・DX化に係る経費。NC加工機、ロボット、 3Dプリンタ・3Dスキャナなど
の導入に関する経費、及び機器等の導入に伴い必要となる配電・給排水設備の工事費 など

◆CAD /CAM/CAE等
ソフトウェア、専ら導入CAD等システムの動作に供するパソコン、モニタ など

製造加工機器の放熱等により室温が上昇する環境において、作業員の健康・安全の確保及び精密機器の仕上がり精度
の安定等を確保するために製造事業所において空調設備・高機能換気設備の新設に要する経費

➀空調設備及び高機能換気設備を製造・加工を行う作業場への設置に係る経費（但し、老朽化による更新は不可）
②外注費（①の設置に係る取付、付属物に係る経費）
③工事費（①の設置に伴う工事費）

空調・高機能換気設備の導入

機器設備のIoT・DX化など

補助対象経費



➀事前相談 申請者がAMPIに事前相談を申込
（事前相談申込書をご利用ください。）

②指導・助言 AMPIのコーディネーターによる指導・助言

③交付申請 AMPI経由で市に交付申請提出
（申請者は、必要書類をAMPIへ提出してください。）

④交付決定 市が内容審査し、補助金交付を決定

⑤設備導入 申請者が④で認定された設備・機器等を導入

⑥実績報告 申請者がAMPIに実績報告書を提出
（AMPI職員が現地確認を行い、市に報告します。）

⑦補助金交付 市が申請者に補助金を交付

補助金申請の流れ

申請をお考えの方は、下の事前相談申込書の内容を
メール又はＦＡＸにて、AMPIまでご連絡ください。

【実施主体】 尼崎市 経済環境局 経済部 地域産業課 (06-6430-9750)

TEL：０６-６４１２-７７３６（ものづくり支援センター） monodukuri@ampi.or.jp
FAX：０６-６４１２-８２６６

お申込み・お問い合わせ先

受付時間 ９：００～１７：００

一般財団法人近畿高エネルギー加工技術研究所（ＡＭＰＩ）

申込先 FAX：06-6412-8266

1.事業計画書

2.収支予算書

3.設置する設備・機器等の明細書及び取得（予定）価格を明らかにする書

類（見積書等）

4.会社概要、定款、AMPIの意見書

5.申請者の確認書類（法人：履歴事項全部証明書の写し。個人：運転免許

証の写し等 ※住民票や証明書は申請前６月以内に発行されたもの）

6.市税に滞納がないことの証明書の写し

製造業生産性向上支援補助金事前相談申込書

法人名 所在地

代表者名 電話 FAX

担当者名 E-mail

申請を検討したい設備等の概要

提出書類


